
令和 8年 第 1回選挙管理委員会会議録（要旨） 

 

日 時 － 令和 8年 1月 20日（火） 午後 2時 00分～午後 2時 10分 

場 所 － 高層館 12階 選挙管理委員室 

出席者 － （委 員）大毛委員長、裏山委員長代理、池西委員、西委員 

      （事務局）小須田事務局長、新家事務局次長、花岡主幹、清瀬係長、

菊川係長、山口副主査 

 

（大毛委員長） 

それでは、ただいまより第 1 回選挙管理委員会を開催いたします。本日の案件

は 2 つあります。案件 1 は、指定都市選挙管理委員会連合会事務局長会議及び委

員長会議についての報告です。案件 2はその他となっております。 

それでは、案件 1の報告をお願いいたします。 

 

（小須田局長） 

それでは、指定都市選挙管理委員会連合会事務局長会議及び委員長会議につい

て報告をさせていただきます。 

 

1月 16日の開催の委員長会議ですが、衆議院が解散することに伴い、事務局の

横浜市の通知より書面開催となりました。内容については、事務局長会議での修

正意見を踏まえた法改正要望で了承されました。 

12 月 18 日、19 日に開催された事務局長会議の内容につきましては、これまで

の委員会でご説明してきた法改正要望について、若干の修正がありましたので、

ご報告いたします。 

2ページをご覧ください。新規案件の修正になります。 

投票所の開閉時刻の繰り下げ及び繰り上げについてですが、繰り下げと繰り上

げであれば、繰り上げの方を強調したいため、記載の順番を入れ替えたい旨の要

望が千葉市よりありましたので、文言を修正するものです。 

 

3ページをご覧ください。 

選挙公報に係る音声の読み上げ対応テキストデータの提出についてですが、候

補者にテキストデータを作成し提出を依頼すること自体が、実際の選挙運動や政

治活動などの制限につながるのではないかという理由で取り下げになりました。 

 

4ページ、5ページをご覧ください。こちらの 2つの案件につきましては、選挙

運動等の品位保持や 2 馬力選挙などの自らの当選を目的としない立候補について



になりまして、政治家の行う選挙運動の規制に係る案件を選挙管理委員会として

要望することは難しいのではないかという理由で取り下げになりました。 

以上、1件の修正と 3件の取り下げの報告となります。 

 

（大毛委員長） 

ただいま、報告をいただきましたが、質問はございませんか。 

 

（委員） 

 なし。 

 

（大毛委員長） 

それでは案件 1の報告については了と致します。 

次に、その他の案件の報告をお願いいたします。 

 

（新家次長） 

その他案件はありません。 

 

（大毛委員長） 

その他の案件はなしとのことですので、これをもちまして、第 1 回選挙管理委

員会を閉会いたします。 

 

 

 


